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科学技術庁長官 三 階 堂  進  般

麦城 県知事 岩  上 二 郎

接 曇轟肇 理鰹 姜o護重に つぃて

緩な 事2年 ♂湾 フ署付 ダ2家電露 ξ?3,号 をもつて、漂手力

霧 長が ら饗答があ りました要護 0こ とに ついて、下記諸点にっ き

さ ら鎮 ご藝答 をいただ きた くお曇 3f・ 等 し上げ ます。

記

′ 水戸対逸彗爆撃場≧つ蓑達について

霧緩撃場が運選 されな いまま、再邊理魔 設が設置 され ることに

'い
ては、基本発に容認 で きない再題がぁ る。 したがつて、再

処理機設の稼 動するときに、 射遷撃場 が移 転 されることを明確

に しない限 り、再処理麹 設と射爆撃場 とが併置 される危惧 があ

るが|こ の ことに対す る国の処理方針 が明 らか でな い。

2 安 全性及び地帯整備等の確認について



(1)原子 力施設の設置及 び運営に関 しては、地方公共団体 の長

も関与 し得 るよう法律的な措置が必要 であ ると思料 され るが

早急に法律的措置が困難な場合において も原子力委 員会の安

全審査に地方公共団体 の意見 を微す ることお よび原子力施設

の 設置決定にあたつて地方公共団体 の同意 を求め るなど、地 :

方公共 団体 が意見 を十分反 映させ ることので きるよ う措置す

るべ きであるが、この点 についての方針 が明確 でない。

(2)鱗射性廃葉物 の海洋放出については、国際放射線防護 委員

会 の基準 をもとに した票子炉 等規制法によ り濃度については

規制 きれ てい るが、このほかに、放 出量 を赫J授 す る必要 があ

るか どうか摯:ら かにされていなぃ。

(3)東 海地区原子力施設地僣整

`オ

事業 に関 して械、地元負担 に

対す る財政措置に ついて、今後の具体的な解決策 が現 らかに

され ていない O


